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日頃は弊所の健康診断等をご利用頂き、誠にありがとうございます。 

感染症対策として、弊所の対応を以下の通りと致しましたので周知と徹底をお願い致します。 

 

 

 

受診に際してのお願い 

○以下に該当される方の受診はお断り致します。 

① 厚生労働省の示す感染症の療養期間が終了していない方。 

② 受診時に風邪症状（発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻閉、頭痛）や

関節・筋肉痛、下痢、嘔気、嘔吐、味覚障害、嗅覚障害のある方。 

 

○マスクの着用について 

 貴社の管理方法に準じます。 

 

 

 

健診会場の設営について 

 ・適宜換気が可能な会場としてください。 

 

中部公衆医学研究所としての対応 

・出社時に全てのスタッフが体調確認を行い、異常が認められないスタッフのみで対応させて頂き

ます。 

・健診業務従事中のマスク・手袋を着用する他、状況に応じて必要な対策を行います。また、手指

の消毒も義務化しております。 

・検査機器及び検診車を含めた器材の消毒を実施します。 


